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七
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衆
議
院
議
員
大
成
正
雄
君
提
出
東
北
・
上
越
両
新
幹
線
建
設
に
伴
う
新
大
宮
駅
舎
の
建
設
計
画
及
び
同
駅
ビ
ル

会
社
の
監
督
責
任
並
び
に
新
交
通
シ
ス
テ
ム
の
導
入
と
用
地
買
収
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。 

内
閣
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七
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七
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昭
和
五
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四
年
七
月
三
日 

衆

議

院

議
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灘 

尾 

弘 

吉 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

大 

平 

正 
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一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
大
成
正
雄
君
提
出
東
北
・
上
越
両
新
幹
線
建
設
に
伴
う
新
大
宮
駅
舎
の
建
設
計
画
及 

び
同
駅
ビ
ル
会
社
の
監
督
責
任
並
び
に
新
交
通
シ
ス
テ
ム
の
導
入
と
用
地
買
収
に
関
す
る
質
問
に 

対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

1 

日
本
国
有
鉄
道
（
以
下
「
国
鉄
」
と
い
う
。
）
の
行
う
出
資
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
有
鉄
道
法
第
九
条
第
三
項

た
だ
し
書
に
よ
り
、
理
事
会
が
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
御
指
摘
の
株
式
会
社

大
宮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ル
に
対
す
る
出
資
に
つ
い
て
は
、
理
事
会
に
は
い
ま
だ
諮
ら
れ
て
い
な
い
と
聞
い
て

い
る
。 

2 

御
指
摘
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
け
る
小
売
業
の
事
業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
手
続
は
、

新
設
橋
上
駅
上
部
に
予
定
さ
れ
て
い
る
関
連
施
設
部
分
等
に
つ
い
て
、
そ
の
建
設
を
す
る
者
、
店
舗
面
積
等 



二
に
つ
い
て 

3 

御
指
摘
の
東
北
線
小
山
駅
駅
ビ
ル
会
社(

小
山
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
開
発
株
式
会
社)

、
エ
ス
ビ
ー
交
通
株
式
会

社
及
び
大
宮
エ
ス
ビ
ー
商
事
株
式
会
社
に
対
し
て
、
国
鉄
は
、
規
則
に
定
め
る
承
認
基
準
を
満
た
す
も
の
と 

1
及
び

2 
株
式
会
社
大
宮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ル
は
、
国
鉄
の
旅
客
構
内
営
業
規
則(

以
下
「
規
則
」
と
い
う
。)

に
基
づ
き
、
構
内
営
業
に
つ
い
て
国
鉄
の
承
認
を
受
け
た
者
で
あ
り
、
規
則
に
よ
り
、
役
員
及
び
役
員
の
役

職
の
変
更
を
す
る
と
き
は
、
事
前
に
、
国
鉄
に
協
議
す
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
。
御
指
摘
の
秦
明
友
氏
の
取

締
役
の
退
任
に
つ
い
て
は
、
国
鉄
は
、
昭
和
五
十
四
年
五
月
一
日
に
協
議
を
受
け
、
同
月
二
十
八
日
に
了
承

し
た
と
聞
い
て
い
る
。 

な
お
、
同
社
の
役
員
に
対
す
る
退
職
慰
労
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
国
鉄
は
関
知
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る

と
聞
い
て
い
る
。 

が
確
定
さ
れ
た
後
に
、
必
要
に
応
じ
て
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

四 

 



三
に
つ
い
て 

2 

新
交
通
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
三
年
十
一
月
十
日
に
運
輸
事
務
次
官
と
埼
玉
県
知
事
と
の
間 

1
及
び

3 

伊
奈
町
付
近
に
お
け
る
新
幹
線
建
設
用
地
の
買
収
に
つ
い
て
は
、
国
鉄
及
び
日
本
鉄
道
建
設
公
団

(

以
下
「
国
鉄
等
」
と
い
う
。)
が
行
う
こ
と
と
な
る
が
、
御
指
摘
の
よ
う
な
地
価
の
異
常
な
高
騰
及
び
そ
れ
に

伴
う
土
地
の
売
惜
し
み
が
あ
れ
ば
、
影
響
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。 

な
お
、
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
「
ラ
ポ
ー
」
は
、
大
宮
エ
ス
ビ
ー
商
事
株
式
会
社
が
構
内
営
業
の
承
認
を
受
け

て
、
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

し
て
、
構
内
営
業
の
承
認
を
行
つ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

当
該
地
域
の
地
価
の
安
定
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
及
び
伊
奈
町
が
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
る
と
聞
い
て
い

る
の
で
、
そ
れ
ら
の
検
討
の
推
移
を
み
つ
つ
新
幹
線
建
設
用
地
の
買
収
を
進
め
る
よ
う
国
鉄
等
を
指
導
し
て

ま
い
り
た
い
。 

五 

 



 

六 

に
お
い
て
東
北
・
上
越
両
新
幹
線(

大
宮
・
伊
奈
町
間)

の
建
設
に
関
し
締
結
さ
れ
た
協
定
書
に
基
づ
き
、
埼

玉
県
知
事
及
び
関
係
市
町
長
と
国
鉄
等
と
の
間
で
確
認
書
が
交
わ
さ
れ
、
新
交
通
シ
ス
テ
ム
の
建
設
、
第
三

セ
ク
タ
ー
へ
の
出
資
、
工
事
費
の
負
担
方
法
、
施
設
の
貸
付
け
方
法
等
に
つ
い
て
合
意
が
な
さ
れ
、
現
在
そ

の
合
意
に
基
づ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




